
別添２
近年の実施状況に関する情報の開示（過去５年間）

１　政府所有米穀の販売等業務委託契約の状況

(1) 参加者数

契約年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

参加申込者数
５

（うち１共同企業体）
５

（うち１共同企業体）
４

（うち１共同企業体）
４

（うち１共同企業体）
４

（うち１共同企業体）

選定数
３

（うち１共同企業体）
３

（うち１共同企業体）
３

（うち１共同企業体）
３

（うち１共同企業体）
３

（うち１共同企業体）

(2) 受託事業体
契約年度

受託事業体名
外国産米穀の
取扱予定数量

契約金額

３年度契約

伊藤忠食糧（株） 20万トン 約111億円

日通グループ 20万トン 約111億円

丸紅（株） 20万トン 約111億円

４年度契約

伊藤忠食糧（株） 18万トン 約81億円

ＮＸグループ 20万トン 約90億円

(株)神明 22万トン 約99億円

５年度契約

(株)神明 17万トン 約68億円

ＮＸグループ 21万トン 約84億円

丸紅（株） 22万トン 約88億円

６年度契約

丸紅食料（株） 17万トン 約67億円

ＮＸグループ 21万トン 約83億円

伊藤忠食糧（株） 22万トン 約87億円

７年度契約

ＮＸグループ 20万トン 約115億円

(株)神明 22万トン 約127億円

伊藤忠食糧（株） 18万トン 約104億円

※１　上記取扱予定委数量は実際の受託数量とは異なる。

※２　国内産米穀については、３者で分担して受託。

２　政府所有米穀の販売等業務の主な指標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
販売 米穀の需給及び価格の

安定に関する基本指針に
即して販売等を実施

・納入告知書発行件数：
約1千件
（農林水産省が受託事業
体あてに発行した納入告
知書件数は、約1千件で
あるが、受託事業体は、
別途、買受者に政府所有
米穀の販売代金の請求
を行う必要がある。）

・販売数量
国産米：約23万トン
ＭＡ米：約61万トン

　　加工用： 9万トン
　　飼料用：49万トン
　　援助用： 3万トン

・納入告知書発行件数：
約1千件
（農林水産省が受託事業
体あてに発行した納入告
知書件数は、約1千件で
あるが、受託事業体は、
別途、買受者に政府所有
米穀の販売代金の請求
を行う必要がある。）

・販売数量
国産米：約19万トン
ＭＡ米：約74万トン

　　加工用： 9万トン
　　飼料用：63万トン
　　援助用： 2万トン

・納入告知書発行件数：
約1,200件
（農林水産省が受託事業
体あてに発行した納入告
知書件数は、約1,200件で
あるが、受託事業体は、
別途、買受者に政府所有
米穀の販売代金の請求
を行う必要がある。）

・販売数量
国産米：約20万トン
ＭＡ米：約68万トン

　　加工用： 7万トン
　　飼料用：59万トン
　　援助用： 1万トン

・納入告知書発行件数：
約1,400件
（農林水産省が受託事業
体あてに発行した納入告
知書件数は、約1,400件で
あるが、受託事業体は、
別途、買受者に政府所有
米穀の販売代金の請求
を行う必要がある。）

・販売数量
国産米：約15万トン
ＭＡ米：約73万トン

　　加工用： 9万トン
　　飼料用：63万トン
　　援助用： 1万トン

・納入告知書発行件数：
約1,300件
（農林水産省が受託事業
体あてに発行した納入告
知書件数は、約1,300件で
あるが、受託事業体は、
別途、買受者に政府所有
米穀の販売代金の請求
を行う必要がある。）

・販売数量
国産米：約17万トン
ＭＡ米：約64万トン

　　加工用：14万トン
　　飼料用：50万トン
　　援助用：0.3万トン

保管 米穀の良好な品質を保持
するため、買入後販売ま
での間、低温保管施設等
を有する民間の倉庫等に
おいて保管

・寄託倉庫契約件数：
約300件

・寄託倉庫倉所数：
約550件

・MA米在庫数量：
55万トン
(令和２年10月末）

・寄託倉庫契約件数：
約300件

・寄託倉庫倉所数：
約530件

・MA米在庫数量：
53万トン
(令和３年10月末）

・寄託倉庫契約件数：
約300件

・寄託倉庫倉所数：
約530件

・MA米在庫数量：
49万トン
(令和４年10月末）

・寄託倉庫契約件数：
約250件

・寄託倉庫倉所数：
約410件

・MA米在庫数量：
44万トン
(令和５年10月末）

・寄託倉庫契約件数：
約270件

・寄託倉庫倉所数：
約560件

・MA米在庫数量：
36万トン
(令和６年10月末）

運送 政府所有米穀を販売する
ため、保管倉庫から再調
製工場や配合飼料工場
等まで運送

・運送数量
国産米：約38万トン
ＭＡ米： 約57万トン

・運送指示件数：
約300件

（農林水産省が受託事業
体あてに指示した件数
は、約300件であるが、受
託事業体は、別途、政府
所有米穀の運送業務を
行う必要がある。）

・運送数量
国産米：約34万トン
ＭＡ米： 約69万トン

・運送指示件数：
約350件

（農林水産省が受託事業
体あてに指示した件数
は、約350件であるが、受
託事業体は、別途、政府
所有米穀の運送業務を
行う必要がある。）

・運送数量
国産米：約33万トン
ＭＡ米： 約62万トン

・運送指示件数：
約380件

（農林水産省が受託事業
体あてに指示した件数
は、約380件であるが、受
託事業体は、別途、政府
所有米穀の運送業務を
行う必要がある。）

・運送数量
国産米：約26万トン
ＭＡ米： 約67万トン

・運送指示件数：
約320件

（農林水産省が受託事業
体あてに指示した件数
は、約320件であるが、受
託事業体は、別途、政府
所有米穀の運送業務を
行う必要がある。）

・運送数量
国産米：約20万トン
ＭＡ米： 約58万トン

・運送指示件数：
約430件

（農林水産省が受託事業
体あてに指示した件数
は、約430件であるが、受
託事業体は、別途、政府
所有米穀の運送業務を
行う必要がある。）

安全性確認
（カビチェック）

政府所有米穀の販売前
に、食用等としての安全
性が関係法令に適合して
いることを確認するためカ
ビチェック等を実施

・カビチェック荷役数量：
83万トン
内訳：

   加工用10万トン
　 飼料用73万トン

・カビ毒分析機関：
２機関

・カビチェック荷役数量：
89万トン
内訳：

   加工用 9万トン
　 飼料用80万トン

・カビ毒分析機関：
２機関

・カビチェック荷役数量：
84万トン
内訳：

   加工用 7万トン
　 飼料用77万トン

・カビ毒分析機関：
２機関

・カビチェック荷役数量：
84万トン
内訳：

   加工用 9万トン
　 飼料用75万トン

・カビ毒分析機関：
２機関

・カビチェック荷役数量：
78万トン
内訳：

   加工用15万トン
　 飼料用63万トン

・カビ毒分析機関：
２機関

種類 主な内容
業務指標

備考

実施期間は、令和7年５月２日から令和11年３月31日まで。
契約金額は委託費の限度額。

実施期間は、令和３年５月31日から令和９年３月31日まで。
契約金額は委託費の限度額。

実施期間は、令和４年４月28日から令和８年３月31日まで。
契約金額は委託費の限度額。

実施期間は、令和５年４月28日から令和９年３月31日まで。
契約金額は委託費の限度額。

実施期間は、令和6年４月26日から令和10年３月31日まで。
契約金額は委託費の限度額。

国産米の備蓄は、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、６月末時点での在庫量100万㌧程度を適正水準

として保有
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国
内
産
米

政

府

米

の

受

託

保管業務

・委託とう精業者の選定・契約締結

・実施状況確認

・とう精経費の支払い

とう精業務（玄米）

安全性確認業務

実
需
者
（加
工
原
材
料
用
）

実
需
者
（飼
料
用
）

・年間販売計画の作成（ＭＡ米のみ）
・販売先と売買契約締結
・引渡申請書を局長へ提出

販売業務

Ｍ
Ａ
米

政 府

共通業務

・業務方法書の整備 ・情報管理 ・緊急連絡体制の整備 ・震災等対応マニュアルの整備 ・業務実施状況の把握

運送業務

国内産米

MA米

・販売先へ引渡通知書の交付
・販売先から代金の回収
・政府への販売代金納付

輸
出
商
社
等
（援
助
用
）

買

入

れ

受 託 事 業 体

※必要に応じて行う
・運送業者の選定・契約締結
・運送の指示
・運送経費の支払い

・品質管理簿の作成
及び保存

・保管管理状況報告

・異常発見時の対応

・流通不適米穀の
区分管理

・流通不適米穀の
廃棄処理

品質管理業務

・とう精・無洗米加工・袋詰め業者
の選定・契約締結

・実施状況確認

・加工経費の支払い

備蓄用精米加工業務

・保管業者と契約締結

・保管マニュアルの整備

・政府所有米穀の入庫

・政府所有米穀の引渡し
（保管業者への出庫指示）

・保管経費の支払い

・年度末在庫の確認

・品質確認
・カビ確認
・カビ毒分析機関の選定・契約締結
・カビ毒検査・確認
・カビ確認・カビ毒検査の実施状況の
整備
・確認経費・分析経費の支払い

実
需
者
（飼
料
用
）

販
売
業
者
（主
食
用
等
）

不作時等

別紙１ 受託事業体が行う政府所有米穀の販売等業務の概要
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